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(57)【要約】
【課題】搬送途中の用紙端部検知を行う際に、濃色系の
用紙や濃色端部の追い刷り紙においても的確に用紙端部
検知を行うことを可能にする。
【解決手段】画像形成部３０と、搬送途中の用紙１００
に幅方向に沿って検知用光を照射し、反射光の受光によ
って用紙１００の幅方向端部の位置を検知する光学セン
サ（紙端部検知センサ４）と、前記用紙を挟む位置で光
学センサの対向側の検知位置に選択的に位置させる反射
防止部（透過孔６）および反射部（白系開閉板７）と、
検知位置に反射防止部または反射部を選択的に位置させ
る選択切替機構（白系開閉板移動機構８）と、前記光学
センサによる検知結果を受けて用紙１００の幅方向端部
の位置を判定する制御部２０を備えることで、反射部と
反射防止部とを切り替えて通常の用紙と濃色系の用紙や
濃色端部の追い刷り紙でそれぞれ的確に端部位置を検知
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送途中の用紙に幅方向に沿って検知用光を照射し、該検知用光による反射光の受光に
よって前記用紙の幅方向端部の位置を検知する反射型の光学センサと、前記用紙を挟む位
置で前記光学センサの対向側の検知位置に選択的に位置させることが可能な反射防止部お
よび反射部と、を備えることを特徴とする用紙端部検知部。
【請求項２】
　前記反射防止部は、前記検知用光を透過させる透過孔または前記検知用光を吸収または
透過させる光反射防止面を有することを特徴とする請求項１記載の用紙端部検知部。
【請求項３】
　前記反射部は、白色系の反射面を有することを特徴とする請求項１または２に記載の用
紙端部検知部。
【請求項４】
　画像データに基づいて用紙に画像を形成する画像形成部と、
　該画像形成部に向けて搬送途中の用紙に、幅方向に沿って検知用光を照射し、該検知用
光による反射光の受光によって前記用紙の幅方向端部の位置を検知する反射型の光学セン
サと、
　前記用紙を挟む位置で前記光学センサの対向側の検知位置に選択的に位置させることが
可能な反射防止部および反射部と、
　前記検知位置に前記反射防止部または前記反射部を選択的に位置させる選択切替部と、
　前記反射防止部または前記反射部を用いた前記光学センサによる検知結果を受け、該検
知結果に基づいて前記用紙の幅方向端部の位置を判定する制御部と、を備えることを特徴
とする画像形成装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記光学センサによる検知結果に基づいて前記用紙の幅方向端部におけ
る用紙有無によって前記幅方向端部の位置を判定するものであり、
　該判定に際し、前記検知位置に配置されたものが前記反射防止部か前記反射部かによっ
て、前記用紙有無の判定論理を互いに逆にすることを特徴とする請求項４記載の画像形成
装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記用紙の幅方向端部の判定位置に従って、用紙幅方向における画像の
形成位置を補正するよう前記画像形成部を制御することを特徴とする請求項４または５に
記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記光学センサによる前記用紙の幅方向端部の位置判定ができなかった
場合、または用紙の幅方向端部の判定位置が予め定めた範囲を外れた場合、もしくは用紙
の情報に基づいて予め判定が不可であると判定される場合、用紙端部判定不可の制御を行
うことを特徴とする請求項４～６のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記画像形成が行われる用紙を収納する給紙トレイを有し、
前記制御部は、前記給紙トレイに収納された用紙の情報を保持しており、該用紙の情報に
応じて前記光学センサによる用紙の幅方向端部の検知が可能か否かを判定することを特徴
とする請求項４～６のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記用紙端部判定不可の制御として、警告を行うことを特徴とする請求
項７に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記用紙端部判定不可の制御として、前記光学センサによる用紙の幅方
向端部の検知を行うか否かの確認を行うことを特徴とする請求項７または９に記載の画像
形成装置。
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【請求項１１】
　前記制御部は、前記確認に対し前記用紙の幅方向端部の検知を行う選択がされた場合、
前記検知位置に位置された前記反射防止部または前記反射部を他方に切り換えて前記検知
位置に位置させる制御を行うことを特徴とする請求項１０に記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記確認に対し前記用紙の幅方向端部の検知を行う選択がされた場合、
前記検知位置に配置された前記反射防止部または前記反射部の他方への切り換えを促す制
御を行うことを特徴とする請求項１０に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記確認に対し前記用紙の幅方向端部の検知を行わない選択がされた場
合、前記用紙の幅方向端部の判定位置に従って用紙幅方向における画像の形成位置を補正
する制御を実行しないことを特徴とする請求項１０に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記制御部によって制御され、操作者の入力を受ける操作表示部を備え、
前記制御部は、前記操作表示部による操作入力によって選択される前記反射防止部または
前記反射部を前記選択切替機構によって前記検知位置に位置させる制御を行うことを特徴
とする請求項４～１３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、搬送される用紙に応じて前記反射防止部または前記反射部を選択して前
記選択切替機構によって前記検知位置に位置させる制御を行うことを特徴とする請求項４
～１３のいずれか１項に記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、搬送途中の用紙の幅方向端部の位置を検知する用紙端部検知部および該用
紙端部検知部を備える画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置では、原稿読み取り装置から読み込まれるなどして得られた画像データに
基づいて画像形成部の感光体に画像を形成し、これを給紙トレイから搬送される用紙に転
写し、さらに定着することによって印刷が行われている。
　上記印刷では、用紙が常に同じ位置で搬送されてくれば、画像形成部において用紙内に
同一の位置基準で画像を形成することができる。しかし、給紙トレイから感光体に至るま
での搬送経路中で発生する各種のすべりや紙曲がりにより用紙には若干の位置ずれが発生
する場合がある。このようなすべりや紙曲がりが生じた場合、搬送方向（副走査方向）に
ついては、転写直前のレジストローラなどによって位置合わせが可能である。しかし、搬
送方向と直交する幅方向、すなわち主走査方向のすべりや紙曲がりについては位置合わせ
が困難であるため、位置ずれを検知して画像形成部における走査位置を変える必要が生じ
る。
【０００３】
　このため従来は、用紙の主走査方向の端部位置を検知するセンサを設け、このセンサで
搬送中の用紙の端部位置を検知して、この検知結果に基づいて画像形成部における感光体
への書き込み位置を補正することで、適正な画像形成を可能にしている。
　上記した書き込み位置の補正を可能にする画像形成装置の一部構成を図８に基づいて説
明する。
　用紙１００の搬送路に設けられたレジストローラ１８５の用紙搬送方向側に、先端検知
センサ１９０が配置され、該先端検知センサ１９０とレジストローラ１８５の間に、搬送
方向と直交する方向に沿って密着型ラインセンサで構成された端部検知センサ２２０が配
置されている。端部検知センサ２２０は、単一色の光源（好適には反応性の良い赤色光源
）からなる発光部２２０ａと、用紙１００または用紙外側にある搬送ガイド板１８６から
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の反射光を受ける受光部２２０ｂとを備えている。
【０００４】
　端部検知センサ２２０は、レジストローラ１８５の動作などに伴って発光部２２０ａを
発光させ、前記先端検知センサ１９０による用紙の先端検知を受けて、用紙１００から強
く反射される反射光と、黒色などにして反射を抑えた搬送ガイド板１８６から弱く反射さ
れる反射光とを受光部２２０ｂで受ける。受光部２２０ｂで得られるセンサ出力は、図示
しない制御部で予め設定した閾値と比較され、閾値を下回るセンサ出力しか得られない用
紙外側の領域を識別することで用紙の端部位置が検知される。この検知位置に合わせて用
紙に転写する画像の主走査方向位置を補正して感光体の適正位置に画像を形成する。これ
により用紙の主走査方向の位置ずれに拘わらず、常に適正な位置に画像を形成、転写する
ことが可能になる。
【０００５】
　ところで、軽印刷市場などにおいては使用する用紙は多種多様であり、色紙に対する印
刷要求も高い。しかし、前記した端部検知センサで転写紙の端部位置を検知すると、転写
紙の色によって反射率が大きく異なり、紙色によっては閾値を上回る十分な反射光量が得
られない場合がある。これに対しては閾値を低く設定することが考えられるが、誤差が大
きくなって端部位置の検知を精度良く行うことができない場合が生じてくる。
　このため、波長の異なる複数の光源を有する端部検知センサを用意し、用紙色によりセ
ンサの光源波長、光量などを変えることで用紙の色に依らず良好な端部検知精度を得るこ
とが可能な画像形成装置が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－３２８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、ＬＥＤなどのセンサ光の反射を利用する用紙端部検知センサでは、用紙の幅方
向端部が濃色となった追い刷り紙や濃色の用紙などの検知を行う場合には、濃色部分で反
射量が少なくなり、用紙の幅方向端部外との区別ができなくて、用紙の幅方向端部を検知
できなかったり、用紙の幅方向端部位置が誤って検知されたりする。誤った検知位置に基
づいて画像位置の補正を行うと画像位置がずれるなどの不具合がおきる。また、用紙の幅
方向端部が検知できなかったり、誤って検知された端部位置が検知範囲外になったりする
と、エラーとして画像形成装置が停止することがあり、生産効率が低下する。
【０００８】
　本発明は、上記事情を背景としてなされたものであり、端部濃色の追い刷り紙や濃色用
紙などにおいても、用紙の幅方向端部の位置を適正に判定することができる用紙端部検知
部および画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　すなわち、本発明の用紙端部検知部は、搬送途中の用紙に幅方向に沿って検知用光を照
射し、該検知用光による反射光の受光によって前記用紙の幅方向端部の位置を検知する反
射型の光学センサと、前記用紙を挟む位置で前記光学センサの対向側の検知位置に選択的
に位置させることが可能な反射防止部および反射部と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の画像形成装置は、画像データに基づいて用紙に画像を形成する画像形成部と、
　該画像形成部に向けて搬送途中の用紙に、幅方向に沿って検知用光を照射し、該検知用
光による反射光の受光によって前記用紙の幅方向端部の位置を検知する反射型の光学セン
サと、
　前記用紙を挟む位置で前記光学センサの対向側の検知位置に選択的に位置させることが
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可能な反射防止部および反射部と、
　前記検知位置に前記反射防止部または前記反射部を選択的に位置させる選択切替部と、
　前記反射防止部または前記反射部を用いた前記光学センサによる検知結果を受け、該検
知結果に基づいて前記用紙の幅方向端部の位置を判定する制御部と、を備えることを特徴
とする。
【００１１】
　なお、上記反射防止部は、検知用光の反射を抑制して反射率を下げたり、反射がなされ
ないようしたりするものであり、検知用光を透過させる透過孔や前記検知用光を吸収また
は透過させる光反射防止面を有するものが挙げられる。前記透過孔は、反射防止部に紙粉
などが落下して反射防止効果を妨げて誤検知が生じるのを防止するのにも有効であり、検
知用光を透過させることで反射を防止する。このため透過孔は、検知用光が効果的に透過
する大きさと形状を有しているのが望ましい。
　また、反射防止部では、反射率を小さくする光反射防止面を有するものとすることがで
きる。光反射防止面は、反射率が小さい黒色系などの色で反射面を構成したり、反射率の
小さい材質で構成したり、反射率の小さい材料を表面に設けたりすることで反射防止を図
ることができる。
【００１２】
　反射部は、上記反射防止部に比べて比較的反射率が大きく、端部検知を行う用紙と同等
またはそれ以上の反射率を有するものが望ましい。例えば白色系の反射面を有するものを
例示することができる。
【００１３】
　上記画像形成装置では、前記光学センサによる検知結果を受け、該検知結果に基づいて
前記用紙の幅方向端部の位置を判定する。この際に用紙の幅方向端部付近での用紙の有無
の切り替わり位置によって用紙の幅方向端部の位置を判定することができる。通常は、光
学センサの対向側の検知位置に反射防止部を位置させ、反射量が少ない用紙外部と反射量
が多い用紙との境で、光学センサによる受光信号がＬｏｗからＨｉｇｈに切り替わること
で端部位置を判定する。
　一方、光学センサの対向側の検知位置に反射部を位置させる場合、反射量が多い用紙外
部と、反射量の少ない濃色追い刷り紙、濃色紙との境で、光学センサによる信号がＨｉｇ
ｈからＬｏｗに切り替わることで端部位置を判定する。したがって、用紙の有無判定によ
って用紙の幅方向端部位置を判定する場合、検知位置に位置させているものが反射防止部
か反射部かによって、用紙有無の判定論理を逆転させる。
【００１４】
　制御部では、用紙の幅方向端部の位置判定を行うと、通常は用紙の位置に合わせて画像
形成部で形成する画像の位置を補正する。これにより位置判定が適正になされている限り
においては用紙の位置に応じて画像を形成して用紙の適切な位置に画像を転写することが
できる。
　ただし、用紙が端部濃色の追い刷り紙や濃色紙であることによって、上記用紙の幅方向
端部の位置判定が適正になされない場合もある。このため、制御部では、前記光学センサ
による前記用紙の幅方向端部の位置判定ができなかった場合、または用紙の幅方向端部の
判定位置が予め定めた範囲を外れた場合、もしくは用紙の情報に基づいて予め判定が不可
であると判定される場合、用紙端部判定不可の制御を行うのが望ましい。該制御では、例
えば操作者に警告する。該警告は、例えば画像形成装置に備えられた操作表示部に表示す
ることによって行う。
【００１５】
　また、予め判定が不可であると判定する場合としては、前記給紙トレイに収納された用
紙の情報に応じた判定が挙げられる。制御部では、給紙トレイの用紙に関する情報の保持
が可能になっている場合があり、該保持データに基づいて判定を行うことができる。該用
紙の情報としては、用紙の紙種、色、追い刷り紙であるか否かなどが挙げられる。用紙の
情報は、前記した操作表示部によって操作者が操作入力することができ、また、予め初期
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設定として情報が保持されているものであってもよい。保持されるデータは、不揮発メモ
リなどの記憶部に格納しておくことができる。
【００１６】
　また、制御部では、用紙端部判定不可の制御として、反射部と反射防止部との切り替え
を行ったり、該切り替えを操作者に促す制御を行ったりするようにしてもよい。
【００１７】
　また、制御部では、前記用紙端部判定不可の制御として、光学センサによる用紙の幅方
向端部の検知を行うか否かの問い合わせを行うようにしてもよい。該確認は、前記操作表
示部に問い合わせ表示を行って、操作者が対応を選択できるようにしてもよい。また、設
定情報を参照し、該設定に従って処理を自動的に選択するようにしてもよい。設定情報は
、初期設定として設定されているものであってもよく、また、前記操作表示部によって操
作者が設定入力をしたり、設定変更をしたりするものであってもよい。
　上記設定情報は、不揮発メモリなどの記憶部に格納しておくことができる。
【００１８】
　また、前記確認の結果、検知を行うことが選択された場合、そのままでは引き続き検知
に不具合が生じる可能性があるため、検知位置にある反射防止部または前記反射部を他方
に切り換えて検知を行うのが望ましい。制御部で切り替えを自動的に行うことが可能な場
合、選択切替部を制御して上記切り替えを行うことができる。
　また、制御部による自動的な切り替えを行わない場合、前記表示操作部に切り替えを促
す表示をして、操作者による操作によって切り替えを行うようにしてもよい。例えば操作
者が実行釦などを押釦することで選択切替部が動作して、上記の切り替えを行うようにす
ることができる。
　選択切替部は、モータなどの適宜の駆動部などによって反射部と反射防止部とを切り替
えるものが例示されるが、本発明としてはその構成が特に限定されるものではなく、機能
の切り替えによって行われるものであってもよい。
【００１９】
　一方、上記確認に対し、検知を行わない選択がされた場合、用紙の幅方向端部の位置判
定に基づいて画像の位置補正が有効になっていると、誤って判定された用紙の幅方向端部
位置に基づいて画像の位置補正がなされてしまうおそれがある。このため、この場合には
、前記用紙の幅方向端部の判定位置に従って主走査方向における画像の形成位置を補正す
る制御を実行しないように補正を禁止するのが望ましい。該補正を禁止するか否かは、設
定によって決定してもよく、また、操作者の操作入力によって決定してもよい。操作者の
操作入力による場合、予め設定として入力するものであってもよく、また、都度、選択を
行うようにしてもよい。
【００２０】
　なお、検知位置に反射防止部または反射部のいずれを位置させるかは、設定で定めてお
き、上記のように検知結果に応じて他方への切り替えを行うようにできる。通常は、反射
型の光学センサに相応するようにデフォルトとして反射防止部を位置させる。
　また、操作表示部を通して操作者の入力によって検知位置に位置させるものを選択でき
るようにしてもよい。これにより操作者が切り替えを必要とすると考える場合に、反射防
止部または反射部のうち、適正な方を位置させることができる。
【００２１】
　また、検知結果によらず、搬送される用紙に応じて前記反射防止部または前記反射部を
選択して位置させるようにしてもよい。これにより、未然に、かつ自動的に適切な方を選
択して検知位置に位置させることができる。
【００２２】
　また、前記制御部は、前記検知に際し、前記反射防止部のみ使用して前記反射部を用い
ない固定モードと、前記反射防止部と前記反射部とを選択して使用可能な選択モードとを
選択できるようにしてもよい。該選択は、設定として不揮発メモリなどの記憶部に格納す
ることができる。
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【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように、本発明によれば、光学センサによる検知用光の反射では検知が難
しい用紙（例えば追い刷り紙や濃色紙）でも、反射部と反射防止部とを切り替えて適正に
用紙の幅方向端部を検知することが可能となる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態の用紙端部検知部および画像形成装置の概略を示す図である
。
【図２】同じく、画像形成装置の制御ブロックを示す図である。
【図３】同じく、通常の、反射防止部を用いた用紙の幅方向端部検知状態および該検知に
よる検知出力を示す図である。
【図４】従来の用紙検知における、濃色の追い刷り紙などに対する用紙の幅方向端部検知
状態および該検知による検知出力を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態における、濃色の追い刷り紙などに対する、反射部を用いた
用紙の幅方向端部検知状態および該検知による検知出力を示す図である。
【図６】同じく、用紙の幅方向端部判定の手順を示すフローチャートである。
【図７】同じく、端部検知の有効／無効の問い合わせ画面を示す図である。
【図８】従来の用紙端部検知部を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に、本発明の一実施形態を添付図面に基づいて説明する。
　画像形成装置１は、図１に示すように、給紙トレイなどを備える給紙部１０から用紙１
００が移送される搬送路に、レジストローラ２、２が配置され、その用紙搬送方向側に、
紙先端検知センサ３が配置されている。また、該紙先端検知センサ３とレジストローラ２
との間に、搬送される用紙１００の上面側に相当する側に密着型ラインセンサで構成され
た紙端部検知センサ４が用紙の幅方向（主走査方向）に沿って配置されている。該紙端部
検知センサ４は、発光部４ａと、用紙１００からの反射光を受ける受光部４ｂとを備えて
いる。該紙端部検知センサ４は、本発明の反射型の光学センサに相当する。
【００２６】
　また、用紙１００の下面側に相当する側には、搬送ガイド板５が配置されており、該搬
送ガイド板５には、前記発光部４ａから照射された検知用光が透過する透過孔６が形成さ
れている。したがって、透過孔６は検知用光が確実に透過するようにその位置および形状
が設定されており、用紙の幅方向（主走査方向）に沿って形成されている。検知用光は透
過孔６を通過する場合、受光部４ｂでの受光は殆どされない。該透過孔６の位置は、本発
明における検知位置に相当し、上記透過孔６は本発明の反射防止部に相当する。
【００２７】
　また、搬送ガイド板５の下方には、用紙搬送方向の前後にスライド移動可能な白系開閉
板７が配置されており、透過孔６の開閉が可能になっている。したがって、白系開閉板７
は、透過孔６を塞げるように用紙の幅方向に沿った長さを有している。白系開閉板７は白
系開閉板移動機構８によって移動される。白系開閉板移動機構８はモータなどの駆動部に
よって白系開閉板７を移動させることができる。透過孔６の下方に白系開閉板７が位置す
ると、発光部４ａから出射された検知用光は透過孔６を透過するものの白系開閉板７で反
射されて受光部４ｂでの検知が可能になる。すなわち、この場合、透過孔６による反射防
止部としての機能が失われる。そして、この場合、透過孔６直下の白系開閉板７の位置が
本発明の検知位置に相当することになり、白系開閉板７は本発明の反射部として機能する
。また、白系開閉板移動機構８は、検知位置に位置させる反射防止部と反射部とを切り替
える、本発明の選択切替部に相当する。
【００２８】
　また、搬送路の搬送方向側には感光体３１を含む画像形成部３０が設置されており、画
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像形成装置１の筺体上に、操作者による操作と表示を行う操作表示部９が配置されている
。図１中２０は制御部を示している。
【００２９】
　図２は、本発明の画像形成装置１における一部の制御ブロックを示す図である。
　制御部２０は、画像形成装置１全体を制御するものであり、各部動作の調整を含む制御
を行う。制御部２０は、ＣＰＵおよび該ＣＰＵを動作させるプログラムを主として構成さ
れている。
　また、制御部２０には、記憶部２１が制御可能に接続されている。記憶部２１には、画
像データなどを格納するＲＡＭやＨＤＤ、装置の動作パラメータなどを格納したフラッシ
ュメモリなどの不揮発メモリが含まれている。該記憶部２１では、用紙の種類（紙種、色
、白紙・追い刷り紙の別など）や、該用紙の種類に応じた自動調整の内容などが格納され
る。
【００３０】
　また、制御部２０には、前記操作表示部９が制御可能に接続されている。操作表示部９
では、表示部と操作部とを個別に備えるものであってもよく、これら表示部と操作部とが
一体になったタッチパネルなどによって構成されたものであってもよい。
【００３１】
　制御部２０には、給紙部１０が制御可能に接続されており、該給紙部１０では用紙の給
紙が行われる。給紙部１０は給紙トレイ（図示しない）を備えており、該給紙トレイに収
納された用紙の情報が前記記憶部２１に格納されている。給紙トレイの用紙は、給紙部１
０によって搬送路に従って搬送され、前記画像形成部３０によってトナー像が転写される
。
【００３２】
　制御部２０には、搬送途中の用紙の紙先端を検知する紙先端検知センサ３と、同じく搬
送中の用紙の幅方向（主走査方向）端部を検知する紙端部検知センサ４が制御可能に接続
されており、紙先端検知センサ３、紙端部検知センサ４の検知結果が制御部２０に出力さ
れる。
【００３３】
　制御部２０には、さらに白系開閉板移動機構８が制御可能に接続されており、制御部２
０では、白系開閉板移動機構８の制御によって白系開閉板７をスライド移動させることで
、前記した透過孔６の開閉を可能にしている。
　上記した紙先端検知センサ３、紙端部検知センサ４および透過孔６、白色系開閉板７、
白系開閉板移動機構８は、本発明における用紙端部検知部を構成している。
【００３４】
　制御部２０には、画像形成部３０が制御可能に接続されており、画像データに基づいて
該画像形成部３０で画像形成がされ、用紙に画像が転写されて定着される。この際に、制
御部２０では、必要に応じて画像形成位置の補正などを行う。
　画像形成部３０では、帯電、露光、現像、転写、分離、クリーニング等の処理が行われ
る。
【００３５】
　次に、上記用紙端部検知部を含む上記画像形成装置１の動作について説明する。
　画像形成装置１は、操作表示部９における操作者の実行指示などの操作に基づき、制御
部２０の制御を開始する。画像形成を行う画像データは、図示しない画像読取装置や、既
に生成されている画像データをネットワークなどを介して入手することができる。
　制御部２０では、ＪＯＢの設定内容に従って、給紙部１０の給紙トレイから所定の用紙
を給紙する。この際に、制御部２０では、当該用紙の情報を得ている。
【００３６】
　搬送される用紙は、レジストローラ２、２でタイミングを合わせた後、下流側に搬送さ
れる。制御部２０では、該用紙の搬送に伴って紙先端検知センサ３と紙端部検知センサ４
を動作させて検知可能とする。該搬送によって用紙１００の先端が紙先端検知センサ３の
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検知位置に達すると用紙１００の先端が検知され、検知結果が制御部２０に送信される。
また、該紙先端検知に伴って紙端部検知センサ４による検知がなされる。
　すなわち、紙端部検知センサ４では、発光部４ａを発光させることによって検知用光が
用紙１００に向けて照射される。用紙１００が在る位置で検知用光が照射されると用紙１
００から反射光が強く反射され、該反射光が受光部４ｂで受光される。用紙１００の端部
の外側では検知用光は透過孔６を透過して受光部４ｂには至らない。受光部４ｂで得られ
る、用紙１００の幅方向位置に応じたセンサ出力は、制御部２０に送信される。制御部２
０では、紙端部検知センサ４の出力が予め設定した閾値と比較され、用紙の幅方向に沿っ
て、閾値を下回るセンサ出力と閾値を上回るセンサ出力とが得られる。閾値を下回る出力
と、閾値を上回る出力との切り替わり位置が用紙の端部に相当する。
【００３７】
　前記紙端部検知センサ４で用紙の幅方向の位置が検知されると、制御部２０では、用紙
サイズから用紙の幅方向の位置ずれ量を判定することができる。この判定結果から、検知
範囲での位置ずれである場合は、制御部２０では画像形成部３０で形成する画像の位置を
補正する。用紙は、画像形成部３０側に搬送される。画像形成部３０では制御部２０によ
る画像処理に基づいて画像が形成され、用紙に転写される。なお、従来の装置では、前記
位置ずれ量が検知範囲を外れる場合（位置ずれに関する閾値を越える場合）には、エラー
発生と判断して画像形成装置１を強制的に停止させている。
【００３８】
　次に、紙端部検知センサ４による検知の詳細を説明する。
　図３（ａ）は、用紙が位置しない端部で検知用光が照射された状態と受光部４ｂによる
検知用光の受光結果とを示すものである。
　発光部４ａから出力された検知用光は透過孔６を透過し、受光部４ｂで殆ど受光されな
いため、用紙外に対応する位置ではＬｏｗ出力となり、制御部２０は前記閾値との比較に
基づいて当該位置では用紙が位置していないと判定する。なお、図３～図５における下図
は、主走査方向における受光部４ｂの出力レベルを示している。
【００３９】
　図３（ｂ）は、用紙が搬送されて紙端部検知センサ４に達しているタイミングで、用紙
が位置しない端部と用紙が位置する端部で検知用光が照射された状態と受光部４ｂによる
検知用光の受光結果を示すものである。
　発光部４ａから出力された検知用光は用紙１００に向けて照射され、該用紙１００で反
射した反射光が受光部４ｂで受光される。用紙が位置しない部分では、前記のように受光
部４ｂによる受光が殆どなされない。これにより、紙端部検知センサ４では、用紙が位置
する部分ではＨｉｇｈ出力となり、制御部２０は前記閾値との比較に基づいて当該位置で
は用紙１００が位置していると判定する。
　用紙１００の幅方向端部では、用紙外から用紙位置に至る範囲で検知結果がＬｏｗから
Ｈｉｇｈに切り替わる。これにより制御部２０では、出力の変化位置、すなわちＬｏｗか
らＨｉｇｈに変わる位置で用紙１００の幅方向端部が位置していると判定することができ
る。
【００４０】
　上記用紙の幅方向端部の検知に際し、黒系の濃色用紙や端部が濃色の追い刷り紙が搬送
される場合の状態を図４に基づいて説明する。この場合、用紙１１０が位置しない範囲で
は、上記と同様に検知用光は透過孔６を透過し、受光部４ｂで殆ど受光されないため、検
知結果はＬｏｗとなる。また、用紙１１０が位置する範囲では、検知用光が用紙１１０に
照射されるため、白系の用紙では検知用光が反射して受光部４ｂで受光される。しかし、
黒系や端部濃色の追い刷り紙からなる用紙１１０では、黒色部分での反射率が小さいため
、図４に示すように受光部４ｂによる受光結果がＬｏｗになり、また、実際の用紙端と異
なる位置でＨｉｇｈになるなどして、用紙の幅方向端部の位置を正しく判定できない場合
がある。したがって、用紙１１０の端部位置が検知範囲内にある場合にも検知範囲を超え
るものとしてエラーの判定がなされる場合がある。
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　このため、本発明では、反射防止部の他に反射部を設け、これらを選択的に検知位置に
位置させることができるようになっている。
【００４１】
　上記のように、紙端部検知センサ４によって通常の方法では用紙の幅方向端部が正しく
検知できない場合、透過孔６の直下に白系開閉板７が位置するように該白系開閉板７を白
系開閉板移動機構８でスライド移動させる。また、制御部２０では、紙端部検知センサ４
での検知結果における用紙の有無の論理を逆転させる。
【００４２】
　図５（ａ）は、白系開閉板７によって透過孔６を閉じている前提で、用紙が位置しない
端部で検知用光が照射された状態と検知用光の受光結果を示すものである。
　発光部４ａから出力された検知用光は透過孔６を透過した後、白系開閉板７で反射され
、受光部４ｂで受光される。これにより、紙端部検知センサ４では、用紙が位置しない部
分でＨｉｇｈ出力となり、制御部２０は通常とは逆転した論理に基づいて当該位置では用
紙が位置していないと判定する。
【００４３】
　図５（ｂ）は、用紙が搬送されて紙端部検知センサ４に達しているタイミングで、用紙
が位置する端部で検知用光が照射された状態と検知用光の受光結果を示すものである。
　発光部４ａから出力された検知用光は黒系の用紙１１０に照射される。該用紙１１０で
の反射量は少なく、受光部４ｂでは閾値以下で受光される。これにより、紙端部検知セン
サ４では、用紙が位置する部分ではＬｏｗ出力となり、制御部２０は当該位置では用紙１
１０が位置していると判定する。
【００４４】
　用紙１１０の幅方向端部では、用紙外から用紙位置に至る範囲で検知結果がＨｉｇｈか
らＬｏｗに変わる。これにより制御部２０では、出力の変化位置、すなわちＨｉｇｈから
Ｌｏｗに変わる位置で用紙１１０の幅方向端部が位置していると判定する。
　また、検知する用紙が白色系の用紙の場合、通常の方法で用紙の幅方向端部の判定を行
うことができるので、白系開閉板移動機構８によって白系開閉板７を透過孔６の外側に退
避させ、図３に示すように透過孔６を透過する検知用光が反射して受光部４ｂに至らない
ようにする。
　上記のように反射防止部と反射部とを選択的に使用することで、通常の場合は勿論のこ
と、通常の端部検知では検知が難しい黒系などの光反射量の少ない色の用紙や追い刷り紙
でも用紙の幅方向端部を正しく検知して端部位置を判定することができる。
【００４５】
　次に、制御部２０における用紙の幅方向端部の判定手順を図６のフローチャートに基づ
いて説明する。
　先ず、給紙トレイに収納されている用紙サイズの検知がなされる（ステップｓ１）。該
検知は、給紙トレイに設置した用紙サイズ検知手段で行うことができる。また、給紙トレ
イに収納されている用紙サイズを記憶部２１に格納しておき、この格納データを制御部２
０によって読み出すことで用紙サイズの検知がなされるものであってもよい。格納データ
は、操作者が画像形成装置に備える表示操作部９によって操作入力することで行うことが
できる。
【００４６】
　次いで、端部検知センサ４で用紙の適正な検知範囲と、用紙の有無を決定する反射光量
における閾値が決定される（ステップｓ２）。検知範囲と閾値は、予め初期設定として記
憶部２１に格納させておき、制御部２０がこれを読み込むことで決定するものであっても
よい。また、操作者が操作表示部９によって設定入力、設定変更できるようにしてもよい
。また、検知範囲は用紙サイズ毎に設定されるものであってもよい。
　検知範囲および閾値を決定した後、コピーをスタートする（ステップｓ３）。該コピー
スタートでは、前記したように給紙部１０から用紙が給紙され、画像形成から用紙転写に
至る動作が開始する。
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　先ず前記したように、紙先端検知センサ３で用紙の先端が検知され、続いて紙端部検知
センサ４によるエッジ検知が行われる（ステップｓ４）。なお、この検知の際には、白系
開閉板７は、退避位置にあるものとする。エッジ検知では、用紙の幅方向の各位置で反射
光量が閾値を超えるか否かによって用紙の有無を判断してエッジを検知する。該エッジ検
知によって用紙の幅方向の位置ずれ量が分かる。次いで、検知されたエッジの位置が検知
範囲内であるか否かの判定がなされる（ステップｓ５）。検知されたエッジ位置が検知範
囲内である場合（ステップｓ５、Ｙ）、前記したように通常の判定がなされている場合で
あり、検知データによる位置ずれ量に基づいて画像位置の補正を実施し（ステップｓ６）
、用紙の幅方向端部の判定手順を終了する。
【００４７】
　一方、検知されたエッジ位置が前記センサ検知範囲内にない場合（ステップｓ５、Ｎ）
、エッジ検知を有効とするか無効とするかの判定を行う（ステップｓ７）。該判定は、予
め設定された有効／無効の別によって行うものであってもよく、また、操作表示部９に選
択を求める表示をして、操作者による選択を求めるようにしてもよい。図７は、該選択を
求める選択画面９０を表示したものである。該選択画面９０では、検知結果が検知範囲を
超えていることを情報欄９１に表示して、はい釦９２、いいえ釦９３を押釦可能に表示す
る。また、ＯＫ釦９４とキャンセル釦９５を押釦可能に表示する。操作者は、はい釦９２
またはいいえ釦９３を選択して押釦し、ＯＫ釦９４を押釦することでエッジ検知の有効／
無効が決定する。キャンセル釦９５を押釦することで、その前に押釦した、はい釦９２ま
たはいいえ釦９３の選択を取り消して再度の選択が可能になる。
【００４８】
　上記エッジ検知の有効／無効の判定の結果、無効とする場合（ステップｓ７、無効）、
エッジ検知による補正機能を実施することなく（ステップｓ８）、用紙の幅方向端部の判
定手順を終了する。この際に、検知結果がセンサ検知範囲を超えているものとしてエラー
判定をするようにしてもよく、また、画像の位置補正を行うことなくＪＯＢの実行を継続
してもよい。
　また、上記エッジ検知の有効／無効の判定の結果、有効とする場合（ステップｓ７、有
効）、白系開閉板移動機構８を動作させて透過孔６の下方側に白系開閉板７を移動させ、
紙端部検知センサ４のバックを切り替え（ステップｓ９）、再度エッジ検知を行う（ステ
ップｓ１０）。
　白系開閉板７の移動は、上記ステップｓ９において制御部２０の制御によって自動で行
うようにしてもよく、操作表示部９に切り替えを求め、操作者の選択操作によって切り替
えを行うようにしてもよい。次いで、検知されたエッジ位置が前記センサ検知範囲内であ
るか否かの判定を行い（ステップｓ１１）、検知結果が前記センサ検知範囲内でなければ
（ステップｓ１１、Ｎ）、エッジ検知による補正機能を実施することなく（ステップｓ８
）、用紙の幅方向端部の判定手順を終了する。検知結果が前記センサ検知範囲内にあれば
（ステップｓ１１、Ｙ）、検知データによって画像位置の補正を行って画像形成を行う（
ステップｓ１２）。
　なお、手順の終了に伴って白系開閉板移動機構８を動作させて透過孔６の下方側から白
系開閉板７を退避させるようにしてもよい。
【００４９】
　以上、本発明について上記実施形態に基づいて説明を行ったが、本発明は上記実施形態
の説明の内容に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない限りは、適宜の変更
を行うことが可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　画像形成装置
　３　紙先端検知センサ
　４　紙端部検知センサ
　６　透過孔
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　７　白系開閉板
　８　白系開閉板移動機構
　９　操作表示部
１０　給紙部
２０　制御部
２１　記憶部
３０　画像形成部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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